
 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここ

に公布する。 

令和７年３月２１日 

                    見附市長  稲 田  亮 

見附市条例第３号 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（見附市行政不服審査法施行条例の一部改正） 

第１条 見附市行政不服審査法施行条例（平成２８年見附市条例第２号）の一部を 

 次のように改正する。 

  第１７条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（見附市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第２条 見附市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年見附市条例第１８ 

 号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３条第３項中「を前条」を「を同条」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、 

 同条第４項中「前項」を「第１項」に、「を前条」を「を同条」に、「懲役」を 

 「拘禁刑」に改める。 

 （見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 見附市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３１年見附市条例第５号） 

の一部を次のように改正する。 

  第２３条の２第３号及び第４号、第２３条の３第１項第１号及び第３項第１号

中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （見附市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第４条 見附市職員の退職手当に関する条例（昭和３０年見附市条例第１３号） 

の一部を次のように改正する。 

  第１３条第１項第１号及び第５項第２号、第１４条の見出し及び同条第１項第

１号、第１５条第１項第１号並びに第１７条第４項中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改

める。 

 （見附市特別職の職員の退職手当支給に関する条例の一部改正） 

第５条 見附市特別職の職員の退職手当支給に関する条例（昭和４１年見附市条例



 

 

第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

 （見附市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第６条 見附市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４１年見

附市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、見附市個人情報の保護に関する法律施

行条例（令和４年見附市条例第１８号）附則第３条第３項及び第４項の規定によ

り罰則を適用する場合並びに同条例附則第４条の規定により廃止前の見附市個

人情報保護条例(平成１１年見附市条例第２１号)の規定の例によることとされ

る罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する

法律（令和４年法律第６７号）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法

律第４５号）第１２条に規定する懲役が含まれるときは、その刑と刑期を同じく

する有期拘禁刑とする。 

 


